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第
一
段
闘
枕
以
外
U
者
樺
課
税
(
一
消
費
者
又
は
使
用
者
韻
措
A
綜
合
者
修
設
い
其
長
町
l
者
修
費
白
金
櫨

ω
雄
知
2
消
費
又
は
晴
好
由
自
由
大

(

(

(

(

(

 

吋
将
餓
可
能
小
引
黒
謡
及
免
奮
闘
り
ま
出
者
閥
悟
公

E
U叫
其
短
所
け
杢
所
得
不
明
白
結
晶
幻
投
費
飼
計
算
上
回
避
肱
別
使
用
精
一
け
其
長
研
け
課
拾

(

(

(

(

(

(

(

(
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技
術
上
川
公
平
課
枕
上
川
一
程
調
上
向
品
短
所
川
負
捻
よ
け
室
ー
課
酷
上
町
財
政
牧
入
上
旬
生
産
者
又
は
商
人
課
税
同
生
産
続
的
共
長
所
川
諒
一
阻
技

術
上
間
経
済
上
川
負
播
上
川
公
証
I

課
世
上
向
尉
政
牧
入
よ
同
共
短
針
川
鵠
冊
一
技
術
及
行
政
土
問
品
平
田
同
一
四
上
切
普
段
策
よ
山
内
経
桝
上
川
町
周
一
岐
川
収

入
上
中
川
負
摺
上
川
貰
土
桔
一
川
其
長
既
刊
課
揖
技
術
上
幻
理
問
上
川
り
益
平
課
税
上
め
其
短
所
け
諒
税
技
術
上
幻
八
百
平
謀
租
上
引
っ
籾
済
上
司
交
週
間
醐
一
明

(

(

(

(

〔

(

(

(

(

(

山
内
引
取
積
一
川
其
長
所
り
課
税
技
術
上
幻
室
-
課
税
上
川
相
宅
五
財
政
牧
入
上
め
其
一
問
所
い
り
課
税
技
術
上
幻
公
平
課
抽
出
上
引
円
程
一
間
上
向
印
紙
括
一
川

-
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(

(

(

(

l

 

}

)

)

)

 

尭
長
所
'i課
桔
技
術
上
1
公
平
課
税
よ
8
経
済
上
ろ
共
姐
所
1
謀
続
技
術
よ
2
純
情
上
河
公
平
課
祇
上
)

(

(

(

(

 

些
一
段
者
修
闘
稔
(
付
其
長
所
一
出
生
産
政
策
上
川
積
極
的
問
消
極
的
川
正
貨
政
策
上

ωキ
枇
骨
政
策
上
回
全
世
所
一
同
課
税
技
術
上
川
省
修
品
網
羅

難
同
評
慣
難
何
梼
愉
取
締
難
一
山
是
正
l

謀
栓
土

ω課
税
技
館
輔
自
怨
u
b
向
日
明
票
-
晴
山
川
累
醤
課
枕
野
川
喜
一
上
川
交
誼
妨
害
仰
必
要
産
業
抑
座
刷
物

倒
騰
貴
一
山
輸
出
不
利
一
向
持
車
遊
覧
者
減

9
N見
越
輸
入
副
長
同
財
政
M

収
入
上
け
牧
入
動
揺
幻
牧
入
滅

9
U外
交
政
策
土
司
時
論
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特
別
の
課
税
に
依
っ
て
、
好
ま
じ
か
ら
-3
る
脊
修
の
抑
制
を
計
ら
う
ご
い
ふ
こ
古
は
古
〈
か
ら
然
政
者
の
頭
に

同
什
ん

.K
こ
Z
で
あ
る
が
、
特
に
我
邦
の
今
日
の
如
〈
、
力
不
相
爆
に
蒼
修
を
行
ふ
の
風
潮
が
上
下
に
行
き
亘
っ
て

居
る
E
き
に
、
政
治
家
が
同
事
を
目
論
見
ピ
ご
い
ふ
の
に
は
淘
に
無
理
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
ぞ
し
て
某
が
租
税

に
よ
っ
て
或
度
の
致
呆
を
躍
脚
色
す
ご
い
ふ
こ
Z
を
守
は
ぬ
。
叉
脊
修
課
税
が
脊
修
抑
制
の
み
な
ら
中
、
給
付
能
力

の
捕
捉
手
段
Z
じ
て
も
意
義
を
有
も
、
租
税
の
使
命
を
も
果
た
す
こ

Z
亦
宰
は
れ
な
い
Y

。
今
回
の
政
府
提
案
に
係

り
そ
し

τ雨
院
を
も
通
過
し
た
る
蒼
修
関
税
は
其
趣
旨
に
於
て
は
認
容
す
る
ニ
芭
を
得
る
o
併
し
其
選
ま
れ
た
る

関
税
な
る
手
段
が
巣
じ
て
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ご
い
ふ
こ
ご
に
至
つ
て
は
倫
ほ
疑
が
獲
る
。
窓
に
私
は
此
貼

を
明
か
に
す
る
匁
め
に
奪
修
課
税
の
勉
め
の
諸
他
の
手
段
Z
比
較
し
て
論
評
す
る
で
あ
ら
う
。

第
一
段

閲
積
以
外
の
春
修
課
税

者
修
閥
税
は
皐
品
島
中
る
に
敷
ゐ
る
穿
修
課
税
形
式
中
の
一
で
あ
る
o
随
ふ
て
葉
償
値
を
知
る
に
は
他
の
諸
形
式

金
一
瞥
し
て
某
長
短
得
失
を
吟
味
す
る
を
要
す
る
。
偽
り
て
左
に
先
づ
以
て
之
を
試
む
で
あ
ら
う
。

一
消
費
者
叉
は
使
用
者
課
税

時

論

脅
修
課
税
と
し
て
の
繍
檎

第
十
九
巷

(
弟
三
観

六

) 

= 
山，、
九
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出
羽
修
課
税
と
し
て
り
闘
枯

六
一
一
)

三
七

O

第
十
九
谷

(
第
↓
一
一
瞬

論

A
綜
合
本
有
修
税

1
i
ご
い
ふ
の
は
、
消
費
者
の
人
的
脅
修
出
費
を
集
計

L
て
、
其
大
小
に
膝
じ
て
課
税
す
る
も

の
で
、
各
人
の
会
所
得
額
吉
会
投
資
額
Z
を
申
告
せ
し
め
、
其
差
額
中
か
ら
一
定
の
最
小
生
活
資
料
己
見
倣
す
ぺ

き
金
額
を
接
除
し
た
る
残
高
の
大
小
に
感
じ
て
累
進
課
税
を
潟
す
所
で
あ
る
。

い
其
長
所

1
l此
税
は
私
の
年
家
主
張
し
て
居
る
所
で
あ
り
、
濁
逸
に
も
共
鳴
者
を
有
つ
が
、
遺
蛾
な
が
ら

賀
行
に
は
至
っ
て
居
ら
ぬ
。
此
方
法
に
は
色
々
の
長
所
が
あ
る
が
、
会
卒
課
税
の
上
に
他
の
方
法
よ
b
も
勝
れ
て

居
る
ご
い
ふ
-
』
己
が
最
重
大
で
あ
る
。
そ
し
て
此
見
地
に
於
て
先
以
て

ー
或
人
に
属
す
る
脊
修
費
の
会
憶
を
知
る
に
於
て
此
が
最
も
便
で
あ
る
。
例
之
、
普
通
の
課
税
方
法
た
る

各
筒
の
物
慢
を
選
ん
で
之
に
課
税
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
一
物
に
し
て
遊
興
用
ご
も
な
り
生
活
の
絶
劃
必
要
に
も

供
せ
ら
る
る
も
の

(
自
動
車
が
或
時
は
醤
師
を
迎
ふ
る
に
用
ゐ
ら
れ
、
其
同
じ
自
動
車
が
他
の
時
は
遊
典
に
用
ゐ

の
課
税
に
困
り
、
自
ら
或
度
ま
で
必
要
課
税
芭
も
な
り
得
る
の
に
、
此
に
い
ふ
或
人
の
金
支
出
計
算
か

ら
い
へ
ば
脊
修
の
み
課
せ
ら
れ
て
必
要
費
は
自
ら
課
税
の
外
に
置
か
る
る
こ

Z
Z
な
り
得
る
。
叉
普
通
の
課
税
法

ら
る
る
)

で
あ
れ
ば
空
修
品
の
主
物
の
み
を
見
て
之
に
課
税

L
、
主
(
に
附
属
し
た
る
品
質
用
の
主
物
価
恨
格
よ
り
も
大
な
る
に
拘

ら
十
之
を
関
却
す
る
こ
ご
古
な
b
得
る
(
自
動
車
ご
其
附
属
費
用
)
の
に
・
杢
費
用
計
算
の
根
擦

ω下
に
は
、
凡
ぺ

て
の
費
用
が
会
卒
に
計
算
仁
て
課
税
き
る
る
を
得
る
。
叉
普
通
の
課
税
方
法
で
は
、
兎
角
、
有
形
的
脊
修
口
開
例

之
、
酒
ご
か
煙
草
ご
か
に
諌
せ
ら
る
る
に
止
ま
っ
て
、
無
形
の
脊
修
費
例
之
娯
築
費
の
課
税
を
閑
却
す
る
こ
E
Z

拙著、軍且枕研究一巻、 4仕ト1. 同liq号、 207・

拙著、租税研究五春、 208.
向上、 210

向上、 214・
向上、 215

2) 

;j 
(5) 



も
な
る
o

然
る
仁
会
費
用
計
算
仁
依
る
仁
於
て
は
、
此
控
す
を
凡
べ
て
網
羅
す
る
を
得
る
o
ヌ
普
通
の
課
税
方
法
で

は
凡
べ

τ
の
寿
修
ロ
聞
の
課
税
己
い
ふ
こ
ご
も
出
来
す
、
課
税
技
術
上
叉
は
財
政
枚
入
上
等
の
見
地
か

ι一
其
中
の
或

も
の
特
に
或
晴
好
品
を
選
み
出
し
て
之
に
重
〈
諒
す
る
こ
Z
Z
な
る
。
然
る
ご
き
は
之
が
曙
好
者
Z
不
噌
好
者
ご

の
聞
に
負
擦
の
大
不
公
卒
を
生
宇
る
こ
吉
正
な
ら
や
さ
る
を
得
ぬ
(
酒
、
煙
草
)
O

虞
が
会
費
用
計
算
で
ゐ
れ
ば
、
酒
煙

草
を
好
ま
泊
者
も
、
他
の
何
等
か
の
菊
修
費
に
て
課
税
せ
ら
、
る
機
曾
が
出
来
る
o
叉
普
通
の
課
税
方
法
で
は
重

な
る
者
修
口
聞
を
選
ん
で
課
す
る
の
結
果
、
人
を
し
て
代
用
品
に
し

τ無
税
な
も
の
へ
移
ら
じ
む
る
こ
吉
、
も
な
り

て
一
の
不
日
公
平
を
引
起
す
。
世
陣
が
金
支
出
計
算
で
は
美
代
用
品
支
出
も
脊
修
に
属
す
る
以
上
は
課
税
せ
ら
る
、
こ

己
、
な
る
。
叉
普
通
の
課
税
方
法
で
は
兎
角
、
貧
乏
人
も
が
需
要
す
る
大
量
消
費
物
を
課
す
る
こ
正
、
な
っ
て
、

貧
民
遁
重
の
嫌
ゐ
る
を
兎
れ
ぬ
の
に
、
此
全
支
出
計
算
方
法
で
は
、
貧
宮
者
に
相
嘗
会
卒
な
課
税
を
行
ふ
こ
芭
を

得
る
。
そ
れ
か
ら
奔
修i
な
h
や
否
や
が
物
業
も
の
に
属
せ
子
じ
て
英
分
量
に
繋
る
場
合
が
あ
る

(
踊
の
ρ

y

ケ
チ

ど
か
ら
者
修
ご

ν
ム
の
で
な
〈
、
木
綿
の
A

ン
ケ
チ
だ
か
ら
非
奔
修
Z
い
ふ
を
得
ぬ
。

一
年
に
数
十
枚
の
木
綿
ρ

ン
ケ
チ
を
使
ふ
の
は
、
数
年
間
に
一
枚
の
麻
の
』
ン
ケ
チ
を
使
ふ
の
に
比
し
て
一
屠
脊
修
古
い
ふ
べ
き
で
あ
る
)
。

普
通
の
物
を
見
て
課
す
る
方
法
で
は
此
課
税
を
一
公
平
に
す
る
こ
ご
が
出
来
必
の
に
、
金
支
出
計
算

r
z、
自
ら
公

卒
に
課
税

L
得
ら
れ
る
こ
ど
、
な
る
。

2
消
費
者
に
消
費
又
は
噌
好
の
自
由
を
奥
へ
つ
、
課
税
す
る
を
得
る
o
夫
の
普
通
の
方
法
に
依
る

z・
酒

時

論

者
修
課
枕
と
し
で
の
聞
紙

第
十
丸
谷

(
第
三
貌

大
一
ニ
)
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)

)
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時

者
悟
課
結
と
し
て
申
閥
稔

第
十
九
巻

コ

七

プ〈

四
) 

(
第
三
抽
明

言
か
煙
草
ご
か
或
物
を
指
定
し
て
課
税
す
る
か
ら
、
自
ら
入
デ
乞
し
て
多
少
一
共
噌
好
を
抑
へ
な

t
て
な
ら
ぬ
こ
Z

ぜ
な
ら
し
め
、
随
つ

τ此
方
法
の
下
に
於
け
る
課
税
品
の
負
擦
は
、
不
課
税
品
ご
比
戟
じ
て
有
形
的
に
現
は
品
、

論

以
上
仁
重
き
負
擦
で
あ
り
、
又
一
一
層
大
な
不
公
平
を
生
中
る
こ
吉
、
も
な
る
。
綜
合
課
税
で
は
さ
う
い
ふ
こ
ご
は

P
0
.

。

d
J
'
u
w
 

3
轄
嫁
可
能
の
小
い
こ
ご
に
よ
っ
て
、
本
来
負
携
す
べ
き
者
以
外
の
も
の
、
負
擦
ご
な
る
こ
さ
も
少
い
。

普
通
の
間
接
課
税
の
方
法
で
は
縛
嫁
の
行
は
る
、
ニ
ピ
が
む
し
ろ
本
来
の
携
税
者
へ
負
指
せ
し
め
ら
る
、
所
以

r

が
、
主
(
が
賞
際
必
十
し
も
議
期
の
通
り
に
な
ら
ぬ
矯
め
に
不
目
白
卒
課
税
ご
な
る
可
能
が
一
屠
大
ぃ
。
消
費
税
は
消

費
者
に
於
て
又
は
之
に
最
近
(
に
て
課
税
す
る
の
が
、
『
公
平
課
税
を
期
す
る
所
以
で
あ
る
(
註
一
)
O

ハ
ヲ
ュ
ー
は
、
人
が
消
費
者
へ
申
負
擦
を
最
公
平
に
し
ゃ
う
2

と
す
る
な
ら
ば
、
消
費
に
最
近

t
物
般
に
謹
す
る
徴
収
方
法
ル
採
ら
な
〈
で

は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
て
居
る
。

(註

4
斯
様
な
も
の
に
か
ら
、
比
税
で
は
給
付
能
力
に
遁
膝
す
る
に
於
て
重
要
な
る
苑
税
黙
の
附
興
、
累
進
卒

の
適
用
も
行
は
れ
得
る
引
斯
〈
て
叉
此
税
が
一
一
暦
公
牛
な
も
の
ご
な
り
得
る
o

只
さ
へ
る
卒
な
の
が
一
層
の
公
平

己
な
る
o
普
通
の
方
法
で
は
此
等
は
行
へ
な
い
。

5
管
に
消
費
者
に
劃
す
る
関
係
に
て
の
み
で
な
〈
、
生
産
者
間
に
就
い
て
も
此
殺
の
下
に
は
普
通
の
方
法

の
如
く
に
不
必
卒
を
生
や
る
ニ
古
な
き
を
得
る
。
例
之
、
普
通
の
間
接
方
法
で
は
、
選
ま
れ
た
る
特
定
の
物
の
生

93 II.p 
同上、 221

Parleu， Traite des impots. 2 ed 
拙著、粗砥IVf究五巻、 213・
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産
者
商
人
に
特
別
の
厄
介
不
利
を
奥
ふ
る
の
に
、
地
直
接
法
で
は
奪
修
に
闘
す
る
だ
け
仁
於
て
凡
ペ
て
の
産
業
に

卒
等
ド
影
響
す
る
。
又
普
通
の
課
税
方
誌
に
て
は
課
税
法
古
関
聯
し
て
生
産
改
良
を
行
ふ
た
者
Z
然
ら
さ
る
も
の

古
の
関
心
或
不
R

公
平
を
生
守
る
こ
吉
、
も
な
h
得
る
か

H

此
方
法
で
は
別
に
苦
う
い
ふ
閥
係
は
な
い
o

間
接
課
税

法
に
於
て
大
生
産
者
を
小
生
産
者
よ
り
も
有
利
ご
す
る
が
如
き
こ
さ
u
b
此
方
法
な
れ
ば
な
い
諜
で
あ
る
。

ろ
其
短
所
|
|
斯
〈
此
方
法
に
は
根
本
的
に
重
大
な
る
長
所
は
あ
る
が
、
併
し
之
を
我
邦
に
貴
行
す
る
さ
し

て
遜
〈
べ
か
ら

F
る
抽
肺
結
あ
る
を
見
逃
が
す
こ
ご
を
得
向
。

け
い
郎
も
我
園
に
之
を
行
ふ

Z
L
て
、
其
に
は
各
人
の
会
所
得
額
を
知
ら
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
の
だ
が
、
此
は

結
局
、
所
得
税
の
所
得
に
'
依
る
の
外
な
く
な
る
。
蕗
が
此
が
震
は
ま
口
完
全
な
綜
合
課
税
で
な
〈
、
著
し
き
所
だ

け
を
見

τも
第
二
種
所
得
が
各
人
の
所
得
か
ら
援
け
て
居
h
、
法
人
か
ら
し
て
の
配
嘗
所
得
に
は
四
割
引
古
な
っ

て
居
る
が
、
此
は
四
割
迫
加
を
行
へ
ば
補
足
が
出
来
る
ご
し
t
も
、
負
債
の
利
子

Z
L
て
梯
ふ
も
の
を
確
知
す
る

こ
Z
が
出
来
ぬ
。
比
を
土
喜
一

Z
L
t
計
算
し
た
る
脊
修
費
の
額
は
到
底
不
満
足
の
も
の
で
な
(
て
は
な
ら
な
い
。

日
い
倫
叉
所
得
中
か
ら
投
資
に
充
て
ら
れ
た
る
も
の
を
課
税
標
準
よ
h
除
〈

Z
L
て
、
或
年
に
現
買
に
投
資

す
る
こ
芭
に
よ
叫
リ
て
課
税
を
逃
れ
つ
、
、
他
の
後
年
に
至

h
之
を
換
貨
L
て
脊
修
用
に
充
つ
る
も
の
を
生
宇
る
恐

が
あ
る
。
だ
か
ら
課
税
標
準
の
申
告
に
際
し
て
は
、
是
非
ぜ
も
此
の
他
日
寅
却
し
て
金
に
換
へ
た
も
の
を
申
告
せ

し
め
、
之
を
も
其
中
の
所
得
に
加
算
し
て
課
税
標
準
を
計
算
し
な
〈
て
な
ら
曲
が
、
此
聞
に
遁
肢
の
行
は
る
、
徐

尚一

(
第
三
税

七

論

者
修
課
措
と
し
で
白
欄
抵

第
十
九
谷

ノ、
宜
) 

向上.219-220. 

同上、 219・

拙著、租松前究二巻、 13入以下‘

12) 

13) 

14) 



時

者
修
課
酷
と
し
て
の
闘
粧

(第一一一腕

前

第
十
九
巻

~~ r、
" ) 

七
四

地
が
確
か
に
あ
る
o

で
此
方
法
は
理
論
上
に
は
重
要
な
志
義
を
も
つ
が
、
今
日
は
倫
賞
行
性
に
於
て
扶
〈
所
ゐ
る

を
否
む
を
得
向
。

B
使
用
税
(
発
修
的
使
用
物
に
つ
き
て
の
使
用
者
課
税
)
|
|
此
は
比
較
的
外
部
表
現
的
な
る
若
干
の
使
用
物
例

之
一
定
標
準
以
上
の
高
級
住
居
川
車
、
馬
、
犬
等
に
課
す
る
も
の
で
、
賞
際
ご
し
て
は
寧
ろ
多
〈
地
方
税
ご
し
て

行
は
れ
て
居
る
が
、
閣
税
ご
し
て
行
へ
ぬ
古
い
ム
ニ
芭
は
な
い
。

い
葉
長
所
|
|
此
み
法
に
は
色
々
の
長
所
が
あ
る
。

-
課
税
技
術
上
、
此
が
特
定
少
数
の
表
現
的
の
も
の
に
限
ら
る
、

rげ
に
て
は
捕
拡
が
容
易
で
ゐ
b
、
同

一
穂
の
物
に
て
も
主
た
る
肝
法
の
生
産
用
な
る
こ
記
の
明
な
る
も
の
を
兎
枕
す
る
こ
ご
も
出
来
る
市
註
ニ
)
O

(
控
ニ
)

ヘ
ヅ
ケ
ル
は
、
国
有
白
紐
済
的
使
用
に
役
立
つ
物
慢
は
、
其
が
往
々
に
し
て
者
修
用
に
向
け
ら
れ
て
も
発
枕
と
な
り
、
管
業
的
の
貰
手
又

は
商
人
に
於
け
る
者
修
晶
も
無
枕
止
な
る
と
局

L
、
ピ
ヲ
シ
ス
キ
ー
は
、
此
方
法
な
れ
ば
、
一
定
白
最
小
額
を
克
ず
る
己
主
か
由
来
、
職
務
自
認

め
に
品
唱
な
る
消
費
は
鍛
守
一
般
の
最
小
限
を
超
へ
で
も
覚
ぜ
ら
る
L

量
得
る
と
漏
す
副

2
H
公
平
課
税
上
、

に
於
て
或
度
ま
で
累
進
課
税
の
行
は
れ
得
る
こ
正
に
依
り
て
も
之
仁
泡
ひ
、

に
は
上
記
課
税
技
術
上

ω長
所
が
矢
張
h
此
に
も
適
う
こ

Z
、
な
bJ
、
出
向
其
上
に
も
此

是
し
て
夏
ら
に
此
に
て
は
、
普
通
の

間
接
課
税
法
に
於
け
る
が
如
〈
穂
嫁
の
不
能
に
依
る
不
必
一
宇
ご
い
ふ
こ
正
も
な
く
て
務
む
(
註
=
一
)
。

{
量
三
)

へ
ツ
ケ
ル
は
、
此
に
て
は
組
紐
技
摘
が
生
産
者
又
は
商
人
を
納
積
者
主
錦
し
、
彼
に
鞠
鯨
に
よ
っ
て
物
笹
の
使
用
者
を
終
局
目
据
税
者
冒
と

拙著、租説研究=巻、 237.以下、

捌著、租粧籾究一巻、 458

Heckel， Fw. II. S. 287. Bilinski， Luxussteuer. 50 141・142.
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〉

L
て
負
は
ず
乙
と
を
佳
品
ナ
ζ

と
を
挫
け
た
と
い
ふ
が
刊
新
〈
間
接
法
に
で
輔
娘

E
任
恥
す
乙
と
与
な
れ
ば
、
共
事
貧
土
、
不
可
能
に
酔
る
と
と

止
な
る
白
を
菟
れ
向
。

3
経
済
上
、
此
方
法
が
生
産
及
取
引
を
棄
さ
古
る
を
得
る
古
い
ム
こ
ご
も
あ
る
(
註
四
)
O

句

(
註
回
)
シ
ェ
フ
レ

I
位
、
消
費
者
課
揖
出
生
産
及
商
業
を
棄
さ
ず
と
い
ふ
て
居
る
。

ろ
其
短
所
1

1

1
租
税
負
携
上
、
に
は
此
税
ゆ
賦
課
が
納
税
者
に
於

τ厄
介
を
加
ふ
る
こ
己
、
な
り
(
註
豆
、
立
(
が
多
〈
の

物
に
及
べ
ば
及
よ
ほ
ど
此
厄
介
が
堪
へ
難
き
も
の
さ
な
h
、
随
ふ
て
は
此
稔
が
R

公
衆
の
不
人
凶
器
を
来
た
す
を
見
れ

な
い
(
註
大
)
0

(
註
五
)

コ
ン
ラ
I
V
は
、
此
が
徴
牧
に
結
甘
い
た
事
情
、
往
々
に
し
て
家
内
へ
白
便
入
量
避
〈
る
を
得
ざ
る
必
要
な
る
監
督
日
、
此
を
し
て
岡
家

に
取
り
て
賀
行
困
難
の
も
り
と
な
ら
し
む
る
と
矯
L
、
へ
ツ
ケ
ル
は
、
審
格
税
が
蹟
張
せ
ち
る
れ
ぽ
せ
ら
る
る
ほ
ど
、
此
白
如
き
厄
介
(
家
庭
侵

入
自
)
が
愈
々
多
〈
感
ぜ
ら
る
る
と
と
と
な
る
と
鵠
し
、
前

1
リ
ユ
】
位
、
此
枇
は
徴
牧
困
難
な
も
も
由
で
.
往
々
に
し
て
不
快
な
る
吟
味
を
生
ず

る
こ
と
と
な
る
と
い
世
、
ピ
リ
ン
ス
キ

1
位
、
春
替
は
詔
例
、
消
費
者
に
て
は
長

t
捕
捉
す
る
を
得
向
。
又
は
唱
だ
大
な
る
厄
介
E
以
て
の
み
捕

捉
す
べ
き
も
白
と
鵠
L
、
グ
ラ
1

7
、
ロ
ツ
ツ
隼
、
此
出
納
粉
者
又
は
晶
衆
に
厄
介
在
膏
ら
す
と
、
と
を
事
一
「
叫

( 

る笠
021)~ 

パ
ス
テ

1
プ
ル
は
、
之
に
つ
き
、
直
按
課
曲
目
不
人
望
企
い
ふ
と
み
』
が
、
往
々
に
し
て
其
佐
知
白
一
と
し
て
詮
窓
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
で
居

(2) 
会
卒
課
税
上

に
は
右
の
如
〈
に
し
て
此
税
の
物
慢
が
多
く
な
る
ご
、
其
厄
介
が
堪
へ
ら
れ
な
〈
な
る

時

論

審
笹
謀
積
と
し
て
の
闘
種

第
十
え
巻

(
第
三
腕

ハ
七
)

=
一
士
玉

Heckel， cbenda. 
Sch;j由民 Ste1J ~rn. B. T. S. 259 
Conrad， Fw. 9 Au日 S.276. HeckeL a. a. O. S. 28r Beaulieu，_ Sci-
ence des finances. 5 ed. 1. p. 4:<;2. Bilins}ii， a~ a. 9. S. 141. Graf， Das， 
Problcm der Luxussteuern. S. 168. Lotz， Fw. S. 485 
Bastable， Public五nance.3 ed. p. 507・
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時

論

三
七
六

者
修
謀
紐
と
し
て
の
閥
砥

第
十
九
巻

第

腕

六
八
)

の
で
、
自
ら
或
少
数
物
館

ωみ
を
認
す
る
一
】
ご
、
な
り
(
詰
七
)
、
随
つ
て
は
者
修
の
杢
穫
を
捕
総
せ
十
し
て
一
部
の

も
の
の
み
を
捕
捉
L
、
同
一
森
修
で
あ
り
な
が
ら
或
も
の
を
課
し
て
他
の
も
の
を
逃
が
す
ご
い
ふ
不
会
卒
骨
生
す

己
主
入
)
0

或
は
此
は
、
別
に
我
困
現
行
制
度
の
如
き
酒
煙
草
砂
糖
織
物
な
い
と
の
如
、
き
も
の
、
課
税
を
維
持
し
且
つ

新
に
娯
楽
枕
の
如
き
も
の
を
も
加
ふ
れ
ば
、
可
な
ら
多
〈
の
脅
修
を
捕
捉
す
る
を
得
る
。
課
税
技
術
ご
し
て
は
其

位
に
て
甘
ん
守
る
外
な
い
の

r
zい
へ
ば
い
へ
な
い
こ
ご
は
な
い
が
、
兎
に
角
脊
修
を
網
羅
し
得
な
い
さ
い
ふ
鉄

献
を
打
消
す
こ
ご
は
出
来
ぬ
o
叉
此
方
法
に
よ
り
て
主
ご
し
て
生
産
用
Z
な
る
車
馬
な
ど
を
除
外
す
る
こ
ご
は
出

来
る
が
、
主
ざ
し
て
奪
修
用
に
充
て
ら
れ
而
か
も
往
々
に

Lτ
必
要
的
使
用
に
向
け
ら
る
、
も
の
に
つ
き
、

の
使
用
場
合
を
見
て
謀
否
を
決
す
る
こ
さ
が
出
家
中
、
随
ふ
て
、
此
方
法
の
下
に
、
必
要
的
使
用
の
一
部
の
謀
殺

を
免
れ
な
い
古
い
ふ
不
会
卒
を
生
宇
る
o

(
睦
セ
)

Z

1

4

ル
ヒ
は
、
直
接
的
徴
晴
は
唯
だ
、
容
易
に
捕
捉
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い
所
白
山
少
監
の
物
極
及
消
費
の
積
類
に
白
み
適
用
さ
れ
る
と
と

刊
か
由
車
る
と
い
ふ
。
そ
し
て
シ
ェ
フ
レ

1
仕
、
人
は
消
費
者
に
就
き
で
は
消
費
物
で
た
〈
し
て
使
用
物
の
み
を
謀
殺
す
る
を
得
る
。
例
之

尼
崎
、
別
斑
、
庭
園
、
供
陣
、
犬
、
馬
、
車
、
卦
の
媒
抽
出
で
あ
る
。
此
に
で
は
胞
〈
ぺ
〈
見
る
.
へ
{
見
せ
ら
れ
た
る
末
商
的
な
る
、
公
に
流
酒
す
る

財
産
物
世
に
闘
ナ
る
と
活
し
、
グ
ラ

I
ヌ
は
、
住
居
、
車
、
馬
、
僕
、
夫
口
外
界
の
見
る
ベ
き
胸
値

E

て
、
監
督
を
逃
れ
る
乙
と
同
雛
て
あ
り
、
家

m
 

内
D
純
私
的
範
固
に
入
込
む
こ
と
な
〈

L
て
盤
調

L
得
る
も
の
だ
ー
と
V

ふ
(
尤
も
此
も
貫
位
皮
相
に
過
ぎ
ぬ
と
附
言
し
て
居
る
)
。

(
睦
八
)

ヘ
ツ
ケ
ル
は
、
審
修
的
消
費
の
多
様
な
る
形
式

ω
も
田
町
租
税
技
術
上
田
干
静
か
ら
諮
れ
る
と
・
と
と
な
り
、
法
律
が
脊
幡
の
脊
舗
の
量
一
市

の
多
J

，
苧
恋
意
的
由
選
定
V

れ
よ
う
て
、
噌
却
す
る
消
費
を
韻
る
不
平
轄
に
負
強
せ
し
む
る
も
の
だ
と
犯
し
、
チ
完
カ
は
、
此
粧
の
輯
位
、
割
合
に
中

Graf， s. 259 

々

Schaffic， a. a. 0 

住

Eheberg， Fw. 18 & 19 Al1自.s. 426 
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等
階
粧
に
重
く
な
り
、
上
流
階
級
に
て
は
某
所
得
と
此
に
於
け
る
使
用
主
計
並
行
せ
胞
と
V

ふ
で
居
る
。
そ
し
て
ワ
グ
ナ
ー
は
、
内
使
用
及
消
費

税
は
多
少
又
は
大
に
一
般
比
平
等
原
則
に
反
ナ
と
話
L
、
特
に
直
接
者
修
枕
は
課
税
白
一
般
に
つ
き
最
不
満
足
の
も
の
と
錦
す
岨

3
財
政
牧
入
上
、
共
牧
入
の
到
底
ゐ
土
り
大
な
る
こ
ご
の
出
来
ぬ
ご
い
ふ
依
貼
も
ゐ
る
(
誌
九
)
O

牧
入
の
屈

伸
カ
も
亦
た
乏
し
く
、
増
率
に
肱
じ
イ
」
牧
入
を
増
加
す
る
-
】
正
も
難
い
(
桂
一
O
)
。
夏
に
其
場
合
、
此
税
に
て
増
牧

が
生
じ
な
い
の
み
で
な
く
、
他
方
、
此
物
瞳
に
於
け
る
需
要
を
減
じ
て
、
関
係
管
業
牧
入
を
減
少
し
、
宜
(
骨
岬
め
所

得
税
祭
業
税
減
牧
の
結
果
さ
へ
も
生
じ
得
る
(
註
二
)
O

(
註
九
)
チ
ス
カ
は
、
此
積
の
闘
係
義
時
四
者
田
中
世
な
る
己
と
よ
り
し
て
拍
牧
λ
円
少
か
る
べ
告
を
詑
告
、
加
藤
氏
は
物
値
目
眠
ら
れ
た
る
鮎
か
ら

し
て
之
を
説
き
、
グ
ヲ

1
7
仕
之
を
不
満
足
な
る
監
叶
制
度
に
師
し
、
〈
ッ
ケ
ル
位
、
其
収
入
出
徴
比
捜
に
比
し
割
合
に

φ
い
と
い
」
て
居
る
。

前

1
リ
ユ

l
、
メ
ス
テ
ー
プ
ル
、
ワ
グ
ナ

i
、
孟

1
4
ル
ヒ
、
ペ
ラ
フ

z

ル
デ
ス
、
ロ
ツ
ッ
、
フ
レ

1
ン
等
、
此
桔
む
牧
入
上
山
偵
侃
乏
L
き
こ

と
を
翠
げ
て
居
る
叫

(陸

-o)
チ

コヌ

カ
は、
止ヒ
枕
K 
方き
て、

牧
入
場ミ

拍

車
グ》

目|
上

'" 割
合
に
上
ら
ず
と
u、
~、

亡
居
る
025) 

(
E
-
-
)
 

附

錦
す
。

チ
ス
力
は
、
此
枕
の
結
果
と
し
て
、
恐
ら
〈
は
鍵
果
し
た
る
産
業
ポ
損
害
を
受
け
、
其
結
果
亦
た
、
偉
業
税
所
得
稀
白
減
壮
を
生

f
と

ニ
生
産
者
又
は
商
人
課
税

A
普
通
の
間
接
課
税
又
は
生
産
税
1

i郎
ち
生
産
者
に
就
き
生
産
額
を
押
へ
て
課
税
す
る
方
法
で
あ
り
、
我
邦

に
で
も
内
閣
消
費
枕
Z
し
て
は
最
普
通
に
採
っ
て
居
芯
所
で
あ
る
。
生
産
枕
苦
し
て
も
、
生
産
材
料
に
つ
き
機
械

時

第
十
九
巻

(
第
三
抗

三
七
七

ハ
丸
)

諭

者
静
課
稀
と
し
て
の
闘
桔

Heckel. n. a~ O. S. 287目 Tyszka.Fw. 2 Aufl. S. 228. W~gner ， Fw 会

Aufi._ 11. S. 620. 653・
Tysz.ka， a. a. O. S'， 22Z. ~éltO. Wohnungs und LUXLlssteuern. S. 85. 
C;raf， .a.. a~ O. S. I6~-" I~~_ckel， a. <'1.. 0._ S~ _2 !:l~. Beaulieu， 1. c. p. 427 
~asta1:le ， 1. c ，__p~ 4G8，_ \y:agne~ a. 3. o. S~ 625_ Ehebe~gJ~' a 
? 4.26. 512. Uela' F~lde5 ， Fw. S. 513， Lolz;孔. a. o. S. 485. Ple 
hn，Public finance. 4ed. p. 135 
Ty.'iz~a ， a. a. O. S. 227 
Tyszka， ebenda. 

23) 

24) 



時

者

mv課
税
と
し
て
の
闘
柚

三
七
人

七

O
)

第
十
九
巻

(
第
三
焼

論

叉
は
容
器
に
つ
き
て
課
す
る
こ
ご
を
得
る
が
、
其
は
む
し
ろ
徐
り
行
は
れ
て
居
ら
ぬ
か
ら
、
益
に
は
主
Z
し
て
生

産
物
税
に
つ
い
て
設
〈
。

い
其
長
所

1
1

1
課
税
技
術
上
、
此
方
法
な
れ
ば
捕
捉
が
容
易
Z
い
ム
こ
正
が
あ
る
(
註
二
乙
o
此
課
税
を
凡
べ
て
の
物
又

は
凡
ぺ

τの
奈
修
物
に
及
ぼ

L
て
は
到
底
此
事
を
期
す
る
こ
さ
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
今
日
行
は
る
、
穂
度
の

比
較
的
少
数
の
脊
修
物
に
止
め
る
な
れ
ば
、
其
は
生
産
物
税
に
て
大
抵
捕
捉
し
得
ら
る
、
。
此
税
に
て
は
叉
、
聡

出
品
に
特
に
便
宜
を
奥
ふ
る
こ

E
も
出
来
る
ご
い
ふ
こ

Z
が
あ
る
(
註
一
三
)
O

{睦

-
Z
)

市

1
9
ュ
ー
は
、
間
接
課
積
白
方
法
は
圃
庫
に
と
り
で
最
債
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
此
に
従
ふ
駒
田
分
量
が
他
白
方
法
に
土
る
よ
り
も

一
層
精
密
に
知
ら
れ
、
鹿
偶
申
告
が
一
層
有
数
に
阻
止
せ
ら
る
誌
か
ら
と
い
ひ
、
へ
ツ
ケ
ル
は
、
生
産
物
殺
は
他
の
租
揖
略
式
よ
り
も
一
層
缶
畳

に
暗
闇
脆
を
肪
「
る
を
得
と
錦
L
、
シ
ェ
フ
レ

1
位
、
製
嘘
者
諜
軸
仕
一
般
交
誼
に
と

p
割
合
に
出
ヴ
き
監
督
。
度
に
よ
り
て
、
グ
離
の
止
産
所
内
白

楊
底
的
集
中
白
露
で
物
鵠
を
捕
捉
す
る
と
い
ふ
て
居
る
叫

『
陸
-
三
)

ヘ
ツ
ケ
ル
、
ロ
ツ
ツ
位
、
生
産
物
税

J

て
は
輸
出
に
定
め
ら
れ
た
る
物
の
慮
理
が
他
白
方
法
上
り
弘
一
層
容
易
に
解
挽
せ

ιる
と
話
す
噛

(3)(2) 
負経
携済
上 t

い
は
右
輸
出
上
の
便
宜
が
一
の
利
盆
Z
も
な
る
。

に
は
此
方
法
は
携
枕
者
に
取
り
て
は
間
接
負
携
で
ゐ
h
，
、
随
意
の
時
に
任
意
の
小
額
づ
っ
負

指
す
る
こ
ぜ
正
も
な
る
の
で
、
負
擦
軽
易
ご
い
ふ
喧
』
さ
が
ゐ
h

リ
(
註
一
四
)
・
時
盟
督
及
厄
併
が
宜
接
税
よ
h
も
比
較
的
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少
人
数
に
及
ぶ
に
て
足
る
古
い
ふ
-
』
芭
も
あ
る
(
詰
一
五
)
。

(
註
-
四
』

グ
ラ
l

フ
は
、
課
祇
者
静
岡
聞
を
随
窯
白
時
及
場
蕗
に
て
即
ち
其
都
合
良
き
だ
け
を
買
H
V

而
か
も
其
買
債
の
中
に
同
時
に
稀
を
込
め
て
、

前
摘
し
た
所
。
管
業
者
に
向
っ
て
揺
却
す
る
宮
者
に
と
り
で
比
課
稲
方
法
が
異
常
に
愉
快
だ
企
符

L
、
マ
イ
ル
は
、
租
枯
官
廊
と
自
問
に
厄
介
な

る
圭
捗
な
し
に
、
租
措
徴
収
に
封
し
て
往
々
に
し
て
無
数
な
る
抗
鰭
な
し
に
、
一
定
白
時
期
に

λ

け
る
租
抽
宝
掛
白
勢
老
取
る
こ
と
な

L
に
、
強

制
執
行
の
危
険
な
し
に
、
消
費
者
的
常
に
無
向
魔
に
て
行

Amの
租
枕
給
刊
が
、
間
接
冊
目
閑
却
す
べ
か
ら

f
る
長
所
だ
と
い
ふ
て
屑
る
。
そ
れ

か
ら
之
に
つ
き
タ
ラ
イ
ン
ウ
Z

ヒ
タ

1
は
、
此
枕
は
畠
産
者
も
割
令
に
容
易
に
抑
ひ
、
消
費
者
も
之
を
容
易
に
抱
ふ
と
い
ひ
、
其
他
、
ヮ
グ

T

I
、
ヘ
ツ
ケ
ル
、
ロ
ピ
ン
ソ
シ
等
、
属
品
な
る
感
知
と
い
ふ
心
理
的
動
柵
を
挙
げ
、
バ
リ
ュ
ー
は
多
般
の
串
者
計
之
を
最
便
宜
な
も
の
と
時
す
と

鈎

い
ふ
て
居
る
。

パ
ス
ア
l
プ
ル
は
、
生
産
者
又
は
商
人
に
て
諌
枕
す
る
方
法
に
上
り
て
、
園
家
出
少
世
人
に
つ
い
て
虚
理
ず
る
の
利
盆
を
得
.
時
制
隼
が

比
較
的
容
易
に
監
督
せ
ら
る
る
を
待
と
い
ふ
明

4
R公
卒
課
税
上
、
に
は
少
〈
ご
も
此
枕
の
怨
め
に
選
ま
れ
た
る
物
値
打
け
に
つ
い
て
は
、
課
税
技
術
上
大

抵
捕
捉
さ
れ
得
る
だ
り
会
平
に
課
税
さ
れ
る
。
特
に
共
は
生
産
税
の
中
で
も
生
産
物
に
最
近
〈
課
せ
ら
る
る
所
の

(註

-
Z
)

生
産
物
税
に
於
て
一
清
此
公
卒
に
趨
う
ご
い
ふ
ニ
ご
が
出
来
る
(
註
一
六
)
O

へ
ツ
ケ
ル
は
、
生
産
物
松
町
形
に
上
っ
て
租
袷
負
摘
が
最
良
〈
分
配
せ
ら
る
と
い
ふ
て
居
る
国

(
註
-
大
)白

財
政
牧
入
上
、
確
か
に
多
牧
ご
い
ふ
ニ
ご
を
其
最
大
の
長
所
ご
銭
す
(
註
一
巳
)
O

物
館

ω選
擦
を
過
ら
な

け
れ
ば
‘
少
数
の
も
の
に
で
も
可
な
り
大
な
枚
入
を
奉
げ
得
る
o

ピ
リ
ン
ス
キ

1
、
バ
リ
ュ
ー
、
ロ
ぜ
ン
ソ
ン
等
、
共
喜
牧
を
翠

r。

(
註
-
七
)

時

者
修
課
税
・
と
し
て
白
岡
枕

論

第
十
九
巻

( 

事

現

七
一
)

三
七
九
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居手

論

者
修
課
税
と
し
て
白
閥
積

(
第
三
焼

七

) 

第
十
九
巻

ノ、
O 

ろ
其
短
所
|
|
宿
い
ふ
如
〈
に
此
課
税
方
法
に
は
相
賞
有
力
な
長
所
が
あ
h
、
賞
際
ご
し
て
は
之
に
依
る
こ

さ
多
か
ら
ゴ
る
を
得
品
の
で
あ
る
が
、
併
し
短
所
も
亦
可
な
り
多
〈
あ
る
ヨ
』
ご
を
看
過
し
て
は
な
ら
品
。

-
課
税
技
術
及
行
政
上
、
此
殺
の
取
締
に
は
特
別
の
方
法
を
要
し
可
な
り
多
〈
の
役
人
を
要

L
、
徴
牧
費

の
多
く
な
る
こ
Z
を
弛
れ

A
V
S
一
凡
)
、
而
か
も
備
は
謹
股

ω心
配
が
可
な
り
多
〈
(
註
一
九
)
、
到
底
之
を
多
〈
の
も

の
に
及
ぼ
す
を
得
凶
。
又
此
方
法

rけ
で
あ
る
吉
、
外
岡
産
物
を
漏
ら
す
こ
ご
に
も
な
る
。

町

1
9
ュ
I
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
ダ

I
、
ヲ
グ
ナ

1
撃
之
を
奉
「
噛

(陸

--A)

グ
ラ

1
7
仕
、
間
接
税
て
は
直
接
説
に
於
け
る
よ
り
も
遁
脆
白
危
険
大
な
る
べ

L
と
い
ふ
て
居
る
。

〔
駐
-
九
)2

R
公
平
課
税
上
、
右
の
如
〈
に
じ
て
此
税
は
凡
べ
て
の
蓉
修
品
に
及
ぼ
寸
こ
吉
正
な
る
能
は
守
し
て
、
之

を
課
す
る
に
都
合
良
吉
僚
件
を
備
〈
た
或
数
の
も
の
に
限
る
の
外
な
き
こ
吉
正
な
る
(
註
二
C
)
O

随
ふ
て
既
に
此
貼

に
於
て
根
本
的
に
不
乱
世
卒
の
も

ω古
な
ら

F
る
を
得
ぬ
。
而
hr
も
其
選
ま
れ
た
る
物
が
噌
好
日
間
た
る
に
於
て
、
之

を
晴
好
す
る
者
Z
然
ら

5
る
者
ご
の
聞
に
大
な
不
R

公
平
負
擦
を
生
す
る
。

一
方
に
は
其
縛
嫁
必
中
し
も
環
期
の
如

〈
に
消
費
者
に
向
っ
て
行
は
れ
な
い
で
(
註
二
一
)
、
納
税
者
た
る
生
産
者

ω負
擦
に
蹄
し
終
る
こ
ご
が
ゐ
り
、
他
方

に
は
此
が
鱒
嫁
の
良
f
行
は
る
、
場
令
に
は
消
費
者
は
税
額
以
上
の
負
携
を
も
課
せ
ら
れ
る
こ
記
、
な
っ
て
(
註
ニ

二
)
、
何
れ
に
し

τも
不
公
平
ご
な
る
。
加
之
、
比
枕
仁
は
性
質
上
、
累
進
課
税
が
行
は
れ
る
-
-
ご
を
得
旧
制
(
註
ニ

一ニ)
O

此
も
益
卒
課
税
上
遺
憾
な
こ
ど
の
一
で
あ
り
、
そ
し
て
賓
際
の
結
呆
か
ら
見

τ、
技
術
上
、
財
政
上
の
関
係
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も
あ
っ
て
、
勢
ひ
貧
乏
人
も
負
携
す
る
機
曾
多
き
脊
修
品
の
還
ま
る
、
こ
ご
、
な
る
に
於

τ、
大
憧
に
於
て
貧
者

が
富
者
よ
'
り
も
割
合
に
重
〈
之
を
負
ふ
Z
い
ふ
不
公
平
さ
な
る
を
兎
れ
な
い
(
詰
ニ
四
)
O

(
註
ニ
ロ
)

グ
ヲ
1
フ
位
、
問
持
消
費
税
を
行
ふ
に
適
官
な
る
峰
件
と
し
て
、
生
産
方
法
主
は
過
程
白
時
ぼ
同
様
な
る
こ
と
、
物
の
外
形
及
由
形
の

略
ぽ
同
一
な
る
ζ

と
、
債
祐
四
時
ぽ
同
一
な
る
こ
と
を
要
す
る
に
、
此
専
の
挽
件
白
怯
芝
出
、
者
捗
品
目
一
大
部
を
此
間
接
課
拾
に
不
誼
首
と
す

る
&
鋳
し
、

a
I
ベ
ル
ヒ
は
、
製
建
抵
は
主
ル
一
し
て
、
其
止
置
が
大
設
備
に
て
行
は
れ
、

9
殿
紡
に
集
中
し
、
徴
肱
及
監
督
が
容
易
で
あ
り

E
つ

費
用
少
毒
物
に
適
用
せ
ら
る
と
鑓
し
、
ロ
ピ
シ
ソ
ン
も
、
徴
収
費
伊
〈
し
て
大
な
租
柑
牧
入
を
事
げ
得
る
品
物
白
上
の
積
回
搬
は
限
ら
れ
た
る
も

の
で
あ
る
。
此
の
如
き
枕
は
或
一
定
白
集
中
し
た
場
鹿
に
て
抑
へ
ら
れ
課
せ
ら
る
L

を
得
る
の
で
な
け
れ
ば
、
徴
枚
出
々
の
費
と
な
る
と
い
ひ
、
ヮ

グ
ナ
ー
も
、
生
産
者
に
於
け
る
消
費
課
税
の
前
提
は
工
業
的
及
技
術
的
の
瑳
謹
だ
と
錆
L
、
パ
ス
テ
ー
ブ
ル
は
、
此
稀
は
枇
舎
の
種
々
な
る
階
組

並
忙
階
段
目
一
般
的
消
費
目
模
範
的
物
般
を
構
成

L
、
同
時
に
補
助
的
資
本
目
重
要
元
素
た
ら

f
る
比
較
的
宇
監
の
物
に
限
む
る
λ

と
き
に
最
有

者
た
と
怨
L
、
ァ
:
ー
も
、
調
粧
品
と
し
て
他
物
よ
り
も
或
物
を
謹
む
理
由
は
頗
る
混
雑
し
た
る
も
り
だ
が
、
観
情
上
公
平
上
よ
り
は
、
む

し
る
財
政
上
白
理
由
で
あ
る
。
一
般
に
多
〈
の
闘
で
陪
ん

E
同
一
な
る
一
定
の
物
が
選
ま
れ
た
。
其
は
車
に
其
物
の
消
費
が
非
常
忙
大
で
あ
っ

て
、
財
政
に
よ
ワ
て
容
易
に
捕
説
苫
れ
待
る
・
と
い
ふ
理
由
目
録
め
で
あ
る
と
い
ふ
て
居
る
同

(
陸
ニ
-
)

グ
ラ
1
7
は
、
間
接
者
修
祇
自
主
た
る
融
貼
仕
、
者
悟
品
目
生
産
者
か
ら
其
消
費
者
へ
の
租
種
目
輔
嫁
の
過
る
乙
と
白
あ
り
得
る
危
険

め

に
あ
り
k
鵠

L
、
ワ
グ
ナ
】
位
、
消
費
税
目
最
大
白
弱
貼
が
、
聯
践
に
任
か
さ
る
ミ
ζ

・
と
に
あ
り
と
錯
す
出

(
陸
ニ
ニ
)

ピ
リ
シ
ス
キ
ー
は
、
良
{
制
定
さ
れ
た
消
費
税
由
主
要
な
嬰
求
D

一
位
、
此
続
は
生
産
省
自
蕗
て
徴
牧
せ
ら
る
九
件
な
い
正
し
て
も
、

其
徴
枚
出
出
車
る
だ
け
情
費
に
近
(
現
は
る
込
己
と
で
あ
る
。
然
ら
ず
れ
ほ
生
産
者
は
柑
費
者
の
怨
め
に
立
替
へ
た
粧
の
備
臨
時
白
低
め
に
、
世
に

刺
子
自
み
な
ら
ず
、
往
々
に
し
て
圭
{
不
公
正
な
る
制
噌
を
も
加
算
し
、
之
に
よ
り
て
営
該
物
品
の
慣
格
が
粧
を
超
へ
て
よ
ぼ
る
こ
と
与
な
る
か

b
と
い
ふ
て
居

p
、
パ
ス
テ
ー
ブ
ル
も
、
此
軸
に
於
て
積
部
長
き
時
四
問
、
生
産
者
に
よ
っ
て
前
抑
せ
ら
れ
、
そ
し
て
情
費
者
へ
の
慣
格
白
終
局

円
噌
加
が
此
隼
白
前
貨
の
利
子
だ
け
よ
り
も
大
と
せ
ら
る
る
と
と
の
梓
あ
リ
と
錦
L
、
担
ツ
ツ
也
、
生
産
自
早
き
段
階
に
て
税
が
曙
求
せ
ら
る
る

時

審
修
課
続
と
し
て
の
闘
揖

論

第
十
九
巻

(
第
三
都

士一一一)
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P.38. W九gner，a. a. O. S. 507，・Bastable，1. c. p. 51ト 512.Beaulieu， 
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時

(
第
三
都

士ま

λ 

論

者
修
課
枕
と
し
て
白
閥
噛

第
十
九
巻

七
四
)

と
き
に
、
前
抑
を
ら
れ
た
る
積
額
白
刺
子
が
加
へ
ら
れ
な
{
て
な
ら
ぬ

L
、
且
又
課
積
済
生
産
白
一
部
白
失
敗
に
よ
っ
て
費
用
又
は
損
失
が
生

ず
る
ζ

と
白
保
誼
申
銭
め
の
或
額
を
も
加
へ
な
{
て
な
ら
ぬ
と
錦
L
、
マ
イ
ル
も
、
租
枕
高
剥
貸
D
可
能
位
、
課
税
方
法
出
、
最
初
の
圃
家
へ
由

粗
砥
前
納
と
、
指
費
者
に
よ
り
て
白
租
揖
負
掲
の
終
局
の
引
受
k
D
聞
に
、
長
き
時
間
的
問
聞
を
置
〈
ζ

主
に
よ
っ
て
-
貯
商
品
ら
る
と
い
ふ
て

η
 

居
る
J
V

(
陸
一
道
一
)

厄
習

す。

ヘ
ツ
ケ
ル
位
、
生
産
物
碕
に
は
、
稀
事
を
虚
物
白
品
質
に
鹿
ピ

τ分
紙
せ
ら
る
べ
き
場
合
に
、
組
積
技
術
上
、
特
段
な
閃
難
あ
り
と
鵠

ロ
ぜ
ン
リ
ノ
シ
は
、
大
量
消
費
品
上
の
凡
べ
て
の
暗
に
封
ず
る
大
古
故
障
は
、
彼
隼
が
盲
者
自
上
土
り
は
貧
者
の
上
に
一
層
重

f
蹄
ナ
る

"
 

と
主
で
あ
る
と
い
ふ
て
居
る
。

(
陸
二
回
)3

赴

合

政

策

上

、

に

は

前

項

の

終

ち

に

い

ふ

こ

ご

が

此

に

も

敏

感

Z
い

ふ

べ

き

の

み

で

な

〈

、

倫

ほ

此

課

税

方

法

に

て

は

自

ら

大

生

産

者

を

小

生

産

者

よ

り

も

有

利

吉

す

る

こ

出

に

な

っ

て

、

共

よ

・

り

し

て

も

一

位

曾

政

策

に

反

す

る

こ

吉

、

な

る

。

4
経
済
上
、

を

免

れ

な

い
U

「
註
ニ
豆
)
。
輸
出
に
閲
す
る
に
け
に
て
は
俄
A
T救
務

の

方

法

が

あ

h
z
は

い

へ

、

多

少

の

不

利

を

来

允

す
-
』
ご
を
兎
れ
な
い
。

に

は

還

ま

れ

た

る

積

類

の

生

産

の

上

に

阿

世

迫

を

加

へ

、

其

後

蓬

を

多

少

妨

「

る

こ

吉

、

な

る

(民
=
Z
)
r
1
p
z
l
仕
、
間
接
課
税
法
が
産
業
を
束
縛
し
其
措
歩
を
剖
「
と
儒

L
、
ヲ
グ
ナ
ー
も
、
此
出
生
産
者
の
純
特
技
術
を
妨
「
と
錨

L
、
ロ
ピ
シ
ツ
シ
も
、
此
に
て
は
、
産
業
に
劃

L
闘
き
且
ヲ
不
具
と
す
る
所
白
千
世
を
行
ふ
と
い
ひ
、
グ
一
フ
'
フ
も
、
間
接
事
修
税
白
骨
貼
は
此

松
田
監
督
制
度
部
替
業
者
に
韻
す
る
厄
舟
に
存
す
と
鵠
し
、
ク
ラ
イ
シ
ウ
エ
ヒ
グ
ー
も
、
間
接
消
費
酷
は
義
務
あ
る
物
品
目
時
産
及
販
路
圭
妨

r
Bilinski， a. a. O. S. I~. Bas阻.ble，1. c. p. 51 I. Lotz， a. a. O. S. 587・
MaYT， a. a. O. S. 55. 
!:Ie_c~el ， a. a. 0-:--S~ -27・
~obinson， 1. c. p. 40 
掛祥、租和研究ニ巻、 23' 以下
同上、 ゴ日替、 220 

向上、
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止
潟
し
、
マ
イ
ル
も
、
此
積
自
費
用
元
素
O
新
附
加
又
は
引
上
部
特
に
此
際
生

f
ペ
き
純
管
肢
督
自
信
め
に
も
、
之
を
謀
せ
ら
る
る
時
利
控
携
に

取
り
て
望
ま
し
か
ら
ざ
る
も
白
な
る
と
と
は
明
か
だ
と
錯
し
、
.
ハ
リ
』

1
位
、
内
閣
常
費
祖
を
謀
ナ
る
物
由
工
場
の
肢
督
制
度
が
、
的
工
業
目
白

由
を
制
限
し
叉
は
強
化
す
る
或
方
法
を
理
由
づ
け
る
と
い
ふ
て
居
る
凶

り

言土

さ (;5) 
、民主

意政
の牧
im 入
くJ:.

枚
入
や

増
減
す

る

ぜ

力支

難
〈

に
は
政
府
の
意
思
に
反
し
外
界
の
事
情
に
よ
り
て
其
牧
入
の
動
揺
す
さ
い
ふ
こ
ご
が
あ

つ
ま
り
屈
伸
力
を
敏
〈
を
見
れ
な
い
1
0

但
し
此
は
康

〈
消
費
税
の
開
締
結
で
あ
っ

τ、
此
方
法
の
み
に
限
っ
た
こ
ご
で
は
な
い
が
o
.

(
註
ニ
穴
)
ワ
グ
ナ

l
は
、
消
費
砥
が
一
定
の
商
品
に
密
接
に
結
刊
〈
活
時
に
、
共
和
牧
額
が
主
と
し
て
生
産
消
費
事
情
、
此
商
品
目
景
気
、
金
魁

済
生
荷
の
進
行
等
に
磐
る
と
鋳

L
、
タ
ヲ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
間
接
消
費
柑
の
収
入
は
同
家
の
意
思
よ
り
は
む
し
ろ
一
般
親
済
事
情
に
か
L

る

正
鵠
す
。

に
は
此
税
に
於
け
る
取
締
古
関
聯
し
て
、
其
段
踊
の
殿
な
る
に
於
て
、
人
民
に
於
て
不
快
反

日
負
携
上
、

戚
を
い
い

rか
し
め
、
政
府
に
輔
副
す
る
怨
嵯
を
も
聴
く
こ
己
、
な
る
窪
ニ
ヒ
)
0

(
健
二
七
)

ポ

1
リ
ュ
ー
は
、
間
接
謀
鴻
法
て
は
常
に
役
人
を
監
督
者
主
錆
L
柏
枕
者
世
按
疑
者
と
震
ら
し
め
て
、
間
民
自
一
部
に
官
揮
に
封
ず
る

怨
隣
を
生
ず
る
こ
と
L

な
る
と
い
ふ
凶

B
責
上
税
|
|
郎
も
商
人
等
に
於
て
真
上
高
に
基
い
て
課
税
す
る
方
法
が
ゐ
る
。
此
に
も
色
々
ゐ
っ
て
、
其
中

の
一
定
書
官
聞

ω有
ら
ゆ
る
撃
事
者
に
就
い
て
共
寅
上
高
を
申
告
さ
せ

τ課
税
す
る
方
法
「

r一て
は
、
同
一
物
に

し
て
管
業
者
の
手
を
経
る
度
数
の
多
き
も
の
ご
、
少
き
も
の
ぜ
の
問
に
大
不
会
卒
を
生
守
ふ
か
ら
採
る
べ
か
ら
す

時

者
修
課
枕
と
し
て
の
闘
甜

b 
E 

三
λ
=
一

第
十
九
巻

(
第
三
腕
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時

第

晶E

三
凡
四

ご
し
て
、

七
六
)

一
定
事
毒
u
聞
の
生
産
者
に
就
き
て
其
責
上
高
を
申
告
苫
せ
て
課
税
す
る
の
仲
間
な
れ
ば
、
右
の
如
き
一
物

者
修
鵠
栓
と
し
で
白
闘
耽

第
十
九
番

論

の
偉
業
者
の
手
を
経
る
度
数
の
多
少
に
依
る
不
公
平
は
生
じ
な
い
が
、
此
で
あ
る

Z
、
同
一
穏
の
外
国
産
物
を
除

〈
の
快
貼
が
あ
る
の
み
で
な
〈
、
貰
上
申
告
の
不
正
磁
の
恐
も
ゐ
っ
て
、
主
(
れ
位
な
れ
ば
む
し
ろ
前
の
生
産
税
特

に
生
産
物
税
を
採
っ
た
方
が
一
居
捕
捉
が
精
確
に
な
る
さ
い
ふ
こ
と
も
あ
己
の
で
、
此
も
亦
採
る
べ
か
ら
や
ご
し

て
、
責
上
税
ご
し
て
は
む
し
ろ
最
後
の
小
貢
偉
業
者
に
就
い
て
及
生
産
者
卸
寛
人
等
の
小
貫
販
責
を
錯
す
だ
け
に

就
い
て
一
定
帳
簿
ゃ
備
へ
し
め
て
、
其
に
基
く
寅
上
高
を
申
告
せ
し
め
る
の
方
法
を
採
る
の
が
、
ま
づ
選
む
べ
き

で
あ
ら
う
吉
田
山
は
る
、
。

い
其
長
所
1

i

l

課
税
技
術
上
、
此
な
れ
ば
内
外
産
を
閑
は
十
可
な
h
多
〈
の
脅
修
ロ
聞
を
庚
〈
網
羅
し
て
課
税
す
る
こ
吉

が
出
来
る
。
郎
も
関
税
に
依
る
場
合
の
如
〈
内
地
産
の
蒼
修
口
聞
を
漏
ら
す
こ
さ
も
な
(
、
生
産
者
課
税
法
に
依
る

場
合
の
如
ぐ
、
外
国
産
物
を
漏
ら
す
こ
ご
な
き
を
得
る
o

叉
内
閣
の
生
産
者
税
の
場
合
よ
り
も
よ
h
多
〈
の
物
に

及
び
得
る
し
、
凡
ぺ
て
の
管
業
者
に
劃
す
る
責
上
殺
の
如
〈
同
一
物
に
つ
‘
き
数
回
課
税
す
る
ぜ
い
ふ
司
、

t
も
な

〈
、
大
龍
一
物
一
回
課
税
た
る
こ
ど
が
出
来
る

日
い
経
済
上
、
此
税
の
監
督
が
生
産
岩
に
及
ば
十
に
済
む
司
』
ご
は
確
か
に
此
殺
の
長
所
古
い
は
な
く
て
は
な

ら
ぬ
(
註
ご
八
百

向上、一審、 45848) 



U

ニ
フ
レ

1
位
、
比
積
に
て
は
監
督
が
必
ず
し
も
生
産
者
に
ま
汗
遡
及
し
な
〈
て
な
ら
由
こ
ム
ー
な
ら
ず
・
と
錯
し
事
へ
ツ
ゲ
ル
も
、
尚

業
積
は
生
産
と
卸
寅
と
を
厄
介
な
る
束
縛
よ
り
菟
れ
し
む
と
い
ふ
て
居
る
。

3
R公
平
課
税
上
、
前
記
課
税
技
術
上
の
長
所
は
や
が
て
会
卒
謀
税
に
遁
う
こ
ご
に
も
な
る
が
、
倫
又
、
精

密
で
は
な
い
に
せ
よ
、
通
例
大
慢
仁
一
於
て
此
税
が
消
費
者
仁
韓
嫁
せ
ら
れ
(
註
子
九
)
、
少
〈
芭
も
生
産
税
な
ど
に
比

(註

=
A
)

し
て
期
待
き
れ
ゴ
ゐ
負
携
者
の
一
一
層
少
き
を
得
る
に
け
の
長
所
は
あ
る
。

u
v
z

フ
ν
ー
は
、
比
小
貰
枯
は
品
例
鞠
嫁
せ
ら
る
を
符
る
て
あ
ら
う
と
局
川
、
へ
フ
ケ
ル
も
、
此
商
業
拾
で
は
課
税
行
錯
と
鞠
嫁
行
怨

と
が
並
ん
で
行
は
れ
、
其
が
消
費
目
直
「
前
に
掛
は
る
ふ
-
V
ふ
長
所
を
も
っ
と
い
ふ
。

ろ
其
短
所
|
|

1
課
税
技
術
上
、
に
は
併
し
此
殺
が
徐
り
に
多
人
数
仁
及
ぶ
ご
い
ふ
の
而
倒
が
あ
h
(註=一
C
)
、
其
聞
に
自

(

〉

5
 

ら
遁
股
の
危
険
も
多
い
古
い
ふ
こ
己
、
な
り
(
註
三
一
)
、
之
を
し
て
蓮
股
な
か
ら
し
め
や
う
草
す
れ
ば
厄
介
な
る
監

(
睦
ニ
九
)

督
を
行
は
な
(
τ

な
ら
や
、
共
で
は
煩
に
堪
へ
な
い
ご
い
ふ
こ
ご
に
も
な
る
。

(陸
Z
O
)

ν
エ
フ
レ
ー
は
、
此
場
合
白
租
砥
物
瞳
が
既
に
無
駒
田
小
賀
商
人
。
底
に
分
散
し
て
居
る
ζ

と
を
鴫
ず
同

シ
ェ
フ
レ
ー
は
、
事
賞
以
外
の
場
合
忙
は
小
貰
人
な
る
も
の
剖
あ
ま
り
に
容
易
に
遁
肱
す
と
鴻
す
明

(陸---ご2
↓
公
平
課
税
上
、
此
枕
で
は
勢
ひ
原
始
生
産
者
を
免
除
し
、
商
人
工
業
者
に
て
も
一
定
兎
税
黙
を
設
〈
る

-
}
ご
、
も
な
る
が
、
然
る
ご
き
は
、
有
税
者
よ
り
買
取
る
の
ご
無
税
者
よ
り
買
取
る
の
さ
で
不
会
卒
を
生
命
る
こ

ご
に
な
る
を
兎
れ
ぬ
。
放
に
之
を
採
る
以
上
は
面
倒
で
あ
っ
て
も
此
等
の
免
税
を
認
め
品
こ
言
、
す
る
外
な
か
ら

時

者
修
謀
説
と
し
て
の
聞
紙

(
第
三
競

三

λ
五

七
七
)

第
十
九
巻

論
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時

者
修
謀
砥
と
し
て
白
閥
稔

=
一
八
六

第
十
九
巷

(
第
三
競

七
八
)

論

ぅ
。
故
に
其
は
別

zι
て
、
之
を
替
業
者
よ
h
見
る
ご
き
は
、
本
来
消
費
者
の
負
携
た
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
課

税
上
の
厄
介
を
管
業
者
が
受
〈
る
ご
い
ふ
こ
芭
が
銑
に
不
営
な
こ
し
吋
で
あ
る
の
み
な
ら
守
、
彼
よ
'
り
し
て
消
費
者

防

へ
の
暢
嫁
が
確
保
せ
ら
れ
な
い
で
、
彼
の
負
携
ご
な
る
こ
ど
の
め
h
得
る
の
が
其
上
の
不
R

公
平
で
ゐ
る
。
而
か

も
主
(
が
恰
か
も
不
景
気
で
、
唯
さ
へ
管
業
困
難
な
時
に
起
る
ご
レ
ふ
に
於
て
一
一
盾
困
難
な
こ
己
で
な
げ
れ
ば
な
ら

ρ
凶
此
殺
に
は
又
累
準
課
税
の
行
へ
な
い
ご
い
ふ
短
所
も
あ
る
。

3
経
済
上
、
に
は
此
枕
が
交
通
取
引
の
後
展
を
妨
ぐ
る
ご
い
ふ
こ
さ
が
其
快
貼
で
あ
る
o

三
交
通
課
税

l
ー
と
は
費
修
品
等
の
各
仰
の
交
通
取
引
の
上
に
課
す
る
も
の
で
、
後
に
別
に
通
ぶ
る
関
税
も
共
一

で
あ
る
が
、
其
他
、
引
取
校
正
印
紙
税
ぜ
が
之
に
属
す
る
。

A
引
取
税
|
|
卸
も
生
産
所
又
は
保
税
地
域
か
ら
一
定
の
物
を
引
取
る
ご
き
に
之
に
課
す
る
も
の
で
ゐ
る
。
今

日
、
織
物
、
砂
糖
税
に
行
ふ
て
居
る
も
り
に
外
な
ら
向
。

い
其
長
所

1
課
税
技
術
上
、
此
方
法
は
濁
り
内
地
限
り
に
生
産
せ
も
る
、
の
で
な
〈
て
、
内
地
産
の
も
の
も
外
岡
総

入
品
も
あ
っ

τ、
脅
し
〈
之
に
課
す
る
の
に
は
最
適
嘗
し
て
居
る
〔
註
三
ニ
)
O

(
匙
一
=
ニ
)
ロ
ツ
ツ
位
、
生
産
物
相
(
此
に
は
引
取
輯
を
合
ま
し
て
あ
る
)
は
、
財
附
技
術
上
、
輸
入
件
圃
品
由
課
税
問
題
を
容
易
に
解
決
せ
し
め
る

主
い
ふ
便
宜
を
右
つ
と
い
ひ
、
バ
リ
ー
ー
が
、
闘
置
を
繰
せ
ら
れ
ぎ
る
外
聞
品
が
円
周
柑
費
置
に
て
課
揖
さ
る
込
を
停
と
い
ふ
の
は
此
揖
舎
を
指

拙著、租枇研究五巻、 261
向上、 262

向上、

向上、 267
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55) 
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ナ。

町
会
卒
課
税
上
、
前
記
課
税
技
術
上

ω便
宜
は
や
が
て
会
卒
課
税
に
も
遁
ひ
、
島
問
又
此
課
税
が
生
産
税
よ

ち
も
よ
h
J
多
〈
消
費
仁
近
い
て
課
せ
ら
る
、

rけ
、
固
有
の
消
費
者
へ
の
鞠
嫁
を
一
居
容
易
正
銘
す
富
三
一
三
Z
ν

ふ
貼
か
ち
し
て
も
一
公
平
に
令
す
る
o

へ
ア
ケ
ル
は
、
生
産
物
枕
(
引
取
枕
を
骨
品
た
る
)
は
、
租
積
徴
収
を
原
料
及
加
工
積
よ
り
も
一
層
、
消
費
行
錯
に
近
接
し
て
行
ひ
、
之

に
よ
ワ
て
固
有
白
租
聴
者
へ
白
鞠
掠
ゐ
也
容
易
と
局
す
。
随
ふ
て
此
が
公
正
由
要
求
に
最
多
〈
適
う
。
此
が
唯
古
事
貨
よ
、
自
由
吏
沼
に
謹
し
た
所

(陸一

-=Z)

白
消
費
財
か
ら
し
て
の
み
'
謀
せ
ら
る
誌
か
ら
と
い
ひ
、
ロ
ヲ
ヴ
も
、
右
の
志
時
に
於
け
る
生
産
物
韓
位
、
出
謀
る
だ
け
謂
〈
課
せ
ら
る
誌
か
ら
、

閉

生
産
自
早
き
段
階
に
て
課
せ
ら
る
ミ
積
白
徴
収
に
謝
し
て
行
は
る
ミ
凡
4

て
白
心
配
が
排
除
せ
ら
る
L

刑
盆
あ
り
と
錯
す
。

3
経
済
土
、

所
が
ゐ
る
(
註
三
五
)
。
尤
も
此
等
は
完
全
ご
い
ふ
誇
に
は
往
か
な
い
V

け
れ
ど
も
。

に
は
此
税
は
生
産
を
妨
げ
f
c

る
ニ
ご
が
出
来
(
註
三
凹
)
、
輸
出
を
妨
戸
、
る
恐
も
少
い
苦
い
l

p
占
長

(
駐
三
回
)

ロ
ツ
ツ
位
、
此
積
冶
生
産
技
術
に
於
け
る
租
揖
白
干
捗
、
及
生
産
過
程
中
白
厄
介
な
る
監
督
出
企
業
者
に
と
り
で
、
之
な
{
L
て
掛
む

と
い
ふ
便
宜
を
も
っ
と
い
ふ
哨

(
陸
三
五
)

6
 

へ
ツ
ケ
ル
、
ロ
ツ
ツ
畢
ょ
を
指
摘
し
て
居
る
。

4
財
政
枚
入
上
、
此
税
は
叉
生
産
税
£
脅
し
〈
枚
入
豊
か
な
る
こ
ご
が
出
来
る
。

ろ
業
短
所

-
課
税
技
術
上
、
此
仁
も
可
な
り
蓮
肱
の
危
険
が
あ
る
し
、
ぞ
れ
か
ら
又
外
岡
目
聞
は
ま

r出
畿
の
場
虞
が

時

論

響
修
螺
罰
、
と
し
て
白
闘
枕

第
十
九
巻

(第一一一概

七
丸
)

一ニ

λ
七

Lotz， a目 a.O. S. 591. Parieu， 1，. c. III. p. 5・
Heckel， a. a. O. S. 2ι7. Lotz， a. a. O. S. 591. 

r .ntz， e benda 
Lotz， ebenda， Heckel. a. a. O. S. 27 

58) 

59) 
60) 

61) 



時

書
修
課
租
と
し
て
白
闘
積

第
十
九
巷

(
第
三
競

入

O
)

論

三
λ
λ

開
港
な
Y
』
に
集
中
じ
て
居
る
か
ら
良
い
り
れ
ど
も
、
内
国
産
物
仁
至
て
は
、
之
を
ゐ
ま
ら
康
〈
多
く
の
物
に
及
ぼ

す
こ
己
正
な
る
吉
、
到
底
煩
に
堪
へ
な
い
ご
い
ふ
ニ
正
に
な
る
。
随
ふ
て
此
税
を
そ
ん
な
に
多
〈
の
物
に
及
ぽ
す

正
い
ふ
こ
芭
は
由
来
ぬ
。

日
後
卒
課
税
上
、
此
の
如
〈
に
此
税
が
有
ら
ゆ
る
脊
修
品
に
及
ぼ
す
こ
ご
が
出
来
や
し
て
、
不
必
卒
ご
な

る
の
み
で
な
〈
、
輔
嫁
不
可
能
の
場
合
も
起
り
、

租
税
額
以
上
に
物
の
債
格
を
上
げ
る
場
合
も
超
ム
リ
、

そ
し
て
累

進
税
率
会
適
用
す
る
こ
ご
も
出
家
守
、
大
慢
、
生
産
税
類
似
の
快
黙
を
も
の
。

判
経
済
上
、
此
税
が
交
通
を
妨
げ
、
蛍
業
者
に
厄
介
を
掛
け
る
噂
」
ご
亦
た
避
〈
る
-
』
ご
を
得
目
出
産
一
二
ハ
)
。

(
駐
亘
穴
)
ヘ
ツ
ケ
ル
は
、
流
姐
枕
が
空
語
白
大
な
厄
介
を
督
ら
し
、
物
自
費
詮
者
隼
に
詳
細
の
申
告
に
依
ワ
て
大
な
替
業
的
不
債
を
課
す
と
お

じ
、
ロ
ツ
ツ
も
、
流
遁
監
督
。
必
要
と
之
に
伴
ム
厄
A
?
と
を
克
れ
子
と
錦
ず
。

B
印
紙
税
1

1
前
記
の
小
責
責
上
税
の
一
方
法
ご
も
い
ふ
を
得
る
が
、
修
業
者
か
ら
消
費
者
へ
の
販
貨
に
一
々

誼
書
を
用
ゐ
し
め
、
之
に
印
紙
を
貼
用
せ
じ
む
る
の
で
あ
る
(
註
三
七
百

(
註
=
一
七
)
錨
遁
白
例
に
依
る
と
、
一
九
一
宍
年
四
一
般
取
引
印
紙
松
田
代
債
の
千
分
五
が
、
平
和
克
復
。
次
年
四
初
め
に
は
特
に
者
停
品
小
宜
に

仕
百
分
十
と
さ
れ
、
一
丸
一
九
年
に
は
一
般
枕
育
分
一
半
、
と
な
り
、
一
九
二
一
一
年
に
百
分
こ
と
な
り
、
苦
修
品
の
小
買
に
叫
特
に
百
分
十
亙
》
一
な

同

っ
た
。

(い)
其
長
所

Heckel， a. a. O. S. 28. Lotz， a. a， O. S. 592. 
拙著、租栂研究一巻、 459
Conrad， a. a. O. S. 256-7. 25り

)

)

)

 

2

3

4

 

a
u
a
o
a
u
 



-
課
税
技
術
土
、
此
は
可
な
b
多
〈
の
蓉
修
品
に
豆

b
て
課
税
し
、
而
か
も
極
め
て
簡
軍
に
牧
税
じ
得

る
。
内
地
産
物
の
み
な
ら
子
、
外
国
産
物
に
も
及
び
得
る
。

2
民
同
平
課
税
上
、
右
は
会
卒
を
得
る
所
以
だ
が
、
共
他
、
消
費
に
最
返
〈
課
す
る
の
故
に
消
費
者
へ
の
暢

嫁
の
行
は
れ
易
い
こ
さ
も
会
卒
に
通
う
。

3
経
済
上
、
此
税
は
生
産
も
輸
出
も
卸
貰
も
妨
げ
な
い
。

針

葉

短

所

，

ー
課
税
技
術
上
、
週
肢
の
危
険
は
可
な
h
多
〈
あ
る
(
桂
三
入
)
。
之
が
取
締
に
は
相
官
骨
が
折
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

mw 

{腫
Z
A
)
調
講
議
曹
で
白
此
枕
案
に
討
す
る
主
反
封
理
由
申
に
胞
が
あ
っ
た
と
い
ふ
。

2
経
済
上
、
交
通
を
妨
げ
、
特
に
小
買
業
者
を
不
利
己
す
る
を
兎
れ
な
い
富
三
九
)
。

(
信
三
丸
)
碕
趣
議
舎
に
於
け
る
血
税
に
謝
す
る
反
動
の
主
た
る
理
由
白
一
は
交
沼
田
妨
害
と
い
ふ
踏
で
あ
ワ
た
凶

3
『
公
卒
課
税
上
、
此
に
於
て
現
金
拐
の
時
の
受
取
書
に
印
紙
を
貼
用
せ
し
む
る
の
は
簡
軍
だ
が
、
貸
貰
の

ご
き
に
責
却
計
算
書
に
印
紙
を
貼
用
せ
し
ひ
ご
す
る
な
ら
ば
、
貸
倒
ご
な
っ
た
ご
き
に
管
業
者
が
不
利
吉
な
る
。

で
す
ぺ
て
支
携
の
ゐ
っ
た
芭
き
の
受
取
書
に
印
紙
を
貼
ら
す
ご
す
れ
ば
此
不
利
を
避
け
る
こ
芭
は
出
来
る
。
M
Y

然

る
ご
き
は
貸
費
を
行
ふ
こ
Z
に
よ

h
て
納
税
を
少
し
に
て
も
延
ば
さ
う
古
い
ふ
が
如
、
さ
者
を
多
〈
し
、
貸
買
を
利

時

者
樺
謀
描
と
し
て
白
関
税

第
十
九
巻

，1‘ 
) 

一一一凡式

(
第
三
挽

積

拙著、租積研宛ー春、 459・
Conrad. a. a. O. S. 256. 

Conrad. ebenda. 

65) 
66) 

67) 



時

論

者
修
説
続
と
し
て
の
闘
積

第
十
九
谷

(第一一エ揖

F、
) 

三
九
O

周
す
る
者
Z
現
金
貝
を
潟
す
者
正
の
聞
に
不
一
公
卒
を
生
守
る

7
Z
ご
な
る
o

其
他
印
紙
税
で
は
累
進
課
税
を
行
ふ

Z

い
ふ
仁
も
不
便
で
あ
る
。

第
一
一
段

套

修

B自

積

前
段
に
い
ふ
如
〈
で
、
所
詮
、
本
有
修
課
税
は
前
田
事
何
れ
の
方
法
に
依
る
も
完
全
で
は
な
く
、
多
少
の
不
満
足
を

も
つ
も
の
に
か
ら
、
突
修
課
税
古
し
て
の
輸
入
税
に
多
少
の
侠
黙
の
あ
る
ご
し
て
も
宥
恕
せ
ら
れ
得
る
ご
い
ム
ニ

芭
も
出
来
る
。
け
れ
ど
も
其
短
所
が
ゐ
ま
・
り
に
多
〈
且
重
大
で
あ
る
ご
い
ふ
に
於

τは
、
之
が
宥
h
m
M

に
臨
時
時
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
況
や
、
之
に
賛
成
は
し
粂
ね
る
己
い
ふ
こ
ご
に
な
る
。
試
み
に
其
長
短
を
血
中
げ
て
見
る

で
ゐ
ら
う
。

一
其
長
所

1
l此
蒋
修
関
税
が
奈
修
抑
制
の
数
呆
を
有
ち
且
つ
多
少
の
般
入
を
奉
や
る
こ
さ
は
い
v

ふ
を
待
た
ぬ
こ

ご
、
し

τ、
共
他
、

A
生
産
政
策
土

い
積
桶
的
に
は
園
産
奨
胤
の
利
盆
が
あ
る
o

関
税
が
課
せ
ら
る
¥
た
け
内
園
生
産
業
者
の
地
位
を
外
国
生
産

者
ご
の
比
較
上
、
有
利
な
ら
し
め
て
、
其
維
持
及
俊
逮
を
計
ら
し
む
る
の
機
舎
を
奥
ふ
る
。
尤
も
凡
べ
て
の
有
税

品
に
つ
い
て
で
は
な
か
。
会
一
く
内
閣
に
出
来
ぬ
も
の
に
は
問
題
ご
な
ら
ぬ
。
少
〈
正
も
内
地
に
其
吉
岡
種
の
物
が



門

bO
 

9a ロa
 

β
 

児e
 

h
 

E
 

ro 

p

目

。JP
&

2
 

I

c

 

hw消
極
的
に
は
、
内
因
税
の
如
〈
に
内
闘
の
生
産
交
通
を
妨
「
る
と
ご
な
き
を
得
る
(
註
四
一
)
O

全
〈
之
な
L

U

3

U

h
勿
'
・
U
M

t

2
副

出

5
明

日

E

同

O
S

円

s
a
z
 

e

5

3

 

d
乱

3

1

1

Q

u

r

 

r

r

 

h
K
0
5
 

作
一
一
叫

a
0

1
t
v
 

旧

m
a
n

-
d
e
 

E

コ
z
a

F

r

 

H
凶

M

L

u
i
e
u
 

r

t

l

r

 

白

日

目

白

出
来
る
か
又
は
出
来
得
る
か
、
又
は
少
〈
ご
も
代
用
ロ
聞
が
出
来
る
だ
け
に
於
て
此
保
護
の
殺
呆
を
後
揮
し
得
る

(註四
O
Y
但
し
反
面
に
は
内
闘
産
業
に
刺
戟
を
失
隠
し
め
、
主
(
怠
慢
ぞ
助
長
す
る
嫌
が
な
い
誇
に
は
往
わ
い
な
い
。

(註四
O
)

ス
ト
ル
ツ
ツ
位
、
内
闘
に
会

f
生
産
せ
ず
且
つ
内
幽
産
物
に
よ
り
代
用
さ
れ
ぎ
る
拘
に
於
げ
る
欄
穂

o
h
計
、
純
財
政
的
又
は
租
括
的

開
枕
・
と
瓦
る
べ
き
も
白
之
縞
L
、
Z

I

P

へ
ル
ヒ
志
、
同
種
胤
片
岡
品
を
内
園
謀
枕
品
企
同
一
度
に
て
謀
す
る
か
又
は
内
闘
に
て
生
産
さ
る
る
能
は
ざ

る
物
に
課
す
る
ζ

と
に
依
り
内
岡
消
費
暗
を
補
完
す
る
も
の
が
純
肘
政
闘
税
だ
と
活
し
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
品
ヒ
ダ
ー
も
、
内
圃
に
て
も
生
産
せ
ら
る

る
が
如
巻
物
に
閥
枕
を
課
す
る
と
き
に
は
、
財
政
関
投
白
積
り
の
も
の
す
も
直
ち
に
同
一
の
内
閣
品
に
と
り
て
保
護
関
税
と
な
る
と
い
ふ
て
居

3
 

蝿
る

z
h
u
ふ
こ
ご
は
出
来
院
に
せ
よ
、
其
の
少
い
ご
い
ふ
こ

t
だ
け
は
確
で
あ
る
。

(
睦
四
-
)

エ

1
4
ル
ヒ
は
、
内
園
生
産
は
閥
枕
白
侍
め
に
査
〈
厄
介
を
嘩
け
向
。
交
趣
が
之
に
よ
り
厄
介
を
受
(
る
こ
と
も
割
合
に

φ
い
と
い

研
、
パ
ス
テ
ー
プ
ル
も
、
此
抗
生
産
自
仕
事
又
仕
工
業
。
費
謹
に
干
渉
せ

f
と
い
ふ
叫

B
E貨
政
策
上

!
l輸
入
超
過
随
ふ

τ
正
貨
減
少
の
勢
を
幾
分
か
阻
止
す
る
ご
い
ふ
こ

t
も
あ
る
(
註
回
二
)
。
尤

も
今
度
の
開
校
改
正
程
度
の
も
の
で
は
大
L
た
-
』
ご
が
な
い
で
は
め
ら
う
。

ス
ト
ル
ア
ツ
は
、
闘
拾
に
於
て
純
財
政
的
視
察
貼
以
外
四
も
の
が
考
案
に
掠
る
。
例
之
、
持
替
政
策
及
消
費
制
限
節
約
奨
阻
政
策
の
訓

告
で
あ
ワ
て
、
此
が
燭
建
今
日
の
事
情
に
て
は
特
に
大
な
役
臼
を
働
〈
べ
き
も
目
だ
と
い
ふ
て
居
る
叩

(
駐
回
二
)

C
宇
一
肱
曾
政
策
上
!
|
此
脊
修
関
税
に
よ
り
て
相
罰
的
に
困
迫
し
た
る
農
村
を
宥
恕
す
る
司
』
子

時

論

南
署
修
課
輯
ξ
し
て
の
闘
穂

(
第
三
披

八
=
一
}

プL

第
十
九
巻

68) 

69) 

70) 



時

歯

者
修
課
唖
と
し
て
白
踊
積

第
十
九
巻

九

(
鋲
三
競

凡
四
〕

よ
り
の
聡
入
品
を
多
〈
使
用
す
る
の
は

U
し
ろ
都
曾
住
民
で
あ
っ
て
、
農
村
民
に
は
少
い
か
ら
で
あ
る
(
註
四
三
)
O

グ
ヲ
1

7
は
、
特
に
大
な
る
園
田
領
域
に
闘
す
る
と
き
は
、
人
民
の
生
活
慣
習
に
大
な
地
方
的
相
謹
あ
る
こ
と
を
註
意
し
、
ぜ
リ
シ
ス

キ
ー
も
、
一
圏
内
田
富
め
る
費
遣
し
た
る
地
方
、
と
貧
し
き
地
方
と
で
脊
修
枕
枚
入
白
興
る
べ
き
こ
と
も
説
(
が
、
此
白
如
き
は
柿
市
左
農
村
主
白

(
陸
四
三
)

聞
に
ご
唐
多

t
之
を
詔
品
し
め
る
。

二
裳
短
所

1
iは
長
所
よ
り
も
一
一
暦
多
い
。

A
課
税
技
術
上

い
脊
修
円
聞
を
泡
嘗
に
網
羅
し
難
い
ま
い
ふ
こ
芭
を
第
一
に
快
勅
古
銭
す
(
註
四
四
)
O

其
は
先
づ
純
国
産
的
で
非

明
同

外
来
的
の
脊
修
品
が
之
に
よ
り
て
は
課
せ
ら
れ
な
い
。
外
来
の
も
の
で
も
、
宇
ば
必
要
に
属
す
る
が
如
き
も
の
は

除
(
外
な
〈
、
然
る
芭
き
は
不
乱
官
卒
を
生
や
る
。

2
h
E
て
之
を
課
し
て
も
不
公
A
T
t

な
る
。

(
匙
園
田
)

グ一
7
1
7
は
‘
値
令
、
近
世
嗣
輯
串
が
肢
に
細
別
せ
ら
れ
、
種
々
な
る
積
類
白
鞠
世
田
諸
多
の
掛
酌
且
分
級
を
告
む
と
も
、
互
に
限
な

曹
細
目
に
於
て
匝
別
す
る
所
。
宥
事
品
目
拝
山
田
綱
輔
さ
れ
た
る
目
録

E
奥
必
，
へ
き
且
一
様
に
無
動
。
拍
車
分
級
に
よ
り
て
比
無
監
の
掛
酌
に
相

臨
ナ
ペ
き
任
務
に
謝
し
て
、
寄
人
由
貿
誼
に
上
れ
ぽ
あ
ま
習
に
粗
雑
に
成
形
せ
ら
れ
、
あ
室
り
に
一
般
的
に
硯
は
れ
、
金
者
修
品
課
税
目
理
組
と

し
て
必
要
h
u

る
如
曹
細
目
ま
で
賀
行
さ
れ
市
黒
諮
稲
原
則
に
趨
は
ぬ
と
い
ひ
、
ェ
!
ベ
ル
ヒ
も
、
市
費
者
自
給
付
能
力
に
趨
臨
す
る
が
却
を
闘
枕

を
作
る
ζ

主
は
不
可
髄
だ
と
い
ふ
て
居
る
町

ハW
従
量
で
は
不
自
由
卒
ご
な
る
し
、
き

b
T
て
今
度
の
脊
修
関
税
の
如
〈
従
債
で
は
↓
公
子
中
に
は
一
層
通
う
が
、

併
し
評
慎
難
ご
い
ふ
鉄
貼
を
伴
ふ
を
品
目
れ
旧
制
的

Graf， a. a. O. S. 169・Bilinski，a. a. O. S. 192. 
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ω密
聡
入
を
助
長
し
、
取
締
に
鴎
難
を
来
た
す
を
免
れ
な
い
。
特
に
奪
修
口
聞
の
一
部
の
も
の
、
如
き
は
此
に

最
便
利
で
あ
り
、
之
が
取
締
は
甚
だ
六
つ
か
し
い
(
註
四
五
}
O

ロ
ツ
ツ
位
、
踊
る
高
き
闘
簡
単
出
密
輸
入
を
す
A
b
る
危
険
あ
り
と
錯
し
・
パ
ス
テ
l
ア
ル
は
、
一
層
携
帯
し
易
告
商
品
は
一
一
層
重
苦

闘
視
を
負
ふ
に
遇
せ
ず
是
錯
し
、
コ
ン
ラ
ー
ド
も
此
に
密
輸
入
の
酔
あ
り
と
す
。

(
睦
四
五
)

B
R官
卒
課
税
上

い
前
記
課
税
技
術
上
の
快
貼
は
蕊
に
も
一
の
快
馳
ピ
い
ひ
得
る
し
、
主
(
れ
仁

ろ
鞠
嫁
の
不
確
Z
V
ふ
ご
古
か
ら
生
す
る
不
公
卒
可
能
も
あ
り
在
四
穴
)
、

(
陸
四
六
)

ワ
グ
ナ
ー
は
、
鞠
嫁
に
任
か
き
る
与
と
と
を
以
て
、
闘
軸
を
込
め
て
消
費
世
田
最
大
弱
鮎
と
ナ
。

。
(は)
累
進
率
{e 
4丁
ふ

芭

難

一
率
に
十
割
Z
い
ふ
が
如
〈
な
っ
て
は
、
到
底
R

公
平
な
も
の
Z
は
い
d¥  

な

c経
済
上

π
 

い
に
は
第
一
に
此
枕
が
交
通
の
障
碍
ご
な
る
の
を
回
目
れ
泊
。

ろ
次
ぎ
に
此
奪
修
関
税
に
よ
h
J
1
嘗
該
産
業
を
助
成
す
る
こ
ご
に
な
る
が
、
共
は
脊
mw的
産
業
ご
い
ふ
、
会

館
上
比
較
的
望
ま
じ
〈
な
h
v

も
の
、
一
方
的
俊
逮
で
、
菜
れ

rけ
相
調
的
に
必
要
産
業
り
盛
蓬
を
不
利
ご
す
る
ご

ハ
ー
ふ
ヲ
』
ご
に
な
る
{
註
四
七
}
0

時

論

審
修
課
輯
と
し
て
白
醐
揖

第
十
九
巻

凡
五
)

(
第
三
焼

三
九
三
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時

者
修
課
軸
と
し
て
の
闘
積

(
第
三
披

三
九
回

λ
大
)

論

第
十
九
番

ヨ
シ
ヲ

I
V
は
、
唯
財
政
上
田
辛
か
ら
課
せ
ら
れ
た
る
闘
世
で
も
、
生
産
方
向
に
一
方
的
自
影
響
を
典
へ
、
之
に
よ
っ
て
有
害
に
働

t

危
険
あ
ロ
と
話
す
町

(
註
四
七
)

は
此
が
物
価
恨
騰
貴
を
促
す
少
〈
ご
も
其
下
落
を
阻
止
仁
又
は
軽
減
す
る
。
第
一
仁
は
課
税
ロ
聞
を
或
度
ま
で
高

め
る
。
税
以
内
ご
い
ふ
こ
E
も
少
か
ら
宇
あ
ら
う
が
、
時
に
は
税
以
上
に
高
め
る
こ
芭
も
あ
り
得
る
。
の
み
な
ら

潤

十
課
税
品
の
代
用
品
へ
の
需
要
を
進
め
て
、
共
踊
闘
格
を
も
高
め
、
此
に
或
度
ま
で
必
要
品
の
債
格
を
も
高
め
る
ご

い
ふ
機
舎
が
あ

h
、
主
(
が
匁
め
勢
働
者
の
給
料
を
高
め
る
機
曾
を
作
る
の
ご
、
他
方
、
脊
修
工
業
の
有
利
ご
な
っ

て
之
に
勢
力
資
本
を
引
着
け
る
だ
付
、

必
要
品
産
業
の
生
産
能
力
を
奪
ひ
、
其
供
給
を
制
限
す
る
傾
ゐ
る
の
さ
に

よ
っ
て
、
或
度
ま
で
必
要
日
聞
の
一
般
債
格
を
高
め
る
こ
吉
、
な
h
得
る
。
此
が
麗
ら
に
は
輪
出
産
業
を
不
利
三
須

L
-
輪
出
貿
易
を
妨
げ
る
こ
ご
に
な
る
。
ま
し
て
奪
修
品
に
闘
す
ご
は
い
へ
、
ー
原
料
の
輸
入
に
関
税
を
課
す
る
に

至
つ
て
は
、
産
業
の
矯
め
大
な
不
利
げ
い
は
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。

に
前
記
物
債
勝
賞
の
結
果
が
輸
出
仁
謝
す
る
不
利
Z
な
る
が
、
此
閥
税
賦
課
共
事
が
、
他
日
我
闘
の
外
国
ご

の
関
税
協
定
を
銭
す
古
き
に
、
我
に
有
利
な
も
の
を
奥
へ

L
U
る
こ
ご
が
困
難
Z
な
り
、
此
に
で
も
聡
出
上
の
不

利
を
来
た
す
。
日
本
の
如
〈
脊
修
的
材
料
の
輪
出
を
生
命
Z
す
る
も
の
に
は
此
勤
は
一
居
の
苦
痛
で
ゐ
る
。

ほ
外
国
人
向
生
活
費
を
高
〈
し
外
岡
よ
り
の
遊
覧
旅
行
者
を
減
少
す
る
の
不
刺
も
あ
る
で
あ
ら
'
ヲ
c

へ
見
越
輪
入
を
一
時
的
且
つ
一
部
の
も
の
に
つ
い
1

て
で
は
あ
る
が
進
め
る
。
例
之
、
我
闘
の
備
伊
に
調
じ
協

仁onr::lb，ebenda'. 
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定
を
も
っ
げ
い
り
に
於
て
新
法
の
適
用
ま
で
じ
一
箇
月
乃
至
三
箇
月
を
要
す
ご
い
M

ふ
こ
E
が
め
っ
て
、
此
が
見
越
轍

入
を
行
は
し
め
、
其
れ
だ
け
経
隣
国
砕
一
を
奈
す
こ
言
、
な
る
。

D
財
政
枚
入
上

い
に
は
一
般
消
費
税
に
共
通
な
る
が
加
〈
に
癒
務
界
の
紋
況
ム
次
第
で
牧
入
の
動
揺
す
る
ご
い
ふ
こ

Z
が
あ

り、

ろ
密
輪
入
の
増
加
、
需
要
激
減
の
如
何
に
よ
っ
て
は
闘
係
関
税
牧
入
が
却
っ
て
前
よ
b
も
減
少
す
る
『
》
さ
も

あ
り
得
る
。

E
外
交
政
策
上
!
ー
に
は
此
関
税
が
第
一
に
内
地
在
住
の
外
因
人
の
生
活
骨
困
難
に

L
て
、
彼
等
川
町
戚
情
を
害

す
る
の
み
で
な
〈
、
第
二
に
密
聡
入
取
締
を
出
版
に
す
る
の
外
な
き
こ
Z
Z
な
り
て
、
外
来
者
の
入
闘
を
不
快
た
ら

し
め
、
我
よ
り
も
一
等
止
級
園
民
ご
し
て
自
等
心
の
高
き
欧
米
人
に
い
た
〈
悪
戚
を
懐
か
し
む
る
の
み
で
な
〈
、

東
邦
の
支
那
人
印
度
人
な
ど
を
し
て
も
、
好
怠
叉
は
敬
意
を
持
た
し
め
ぎ
る
こ

Z
Z
な
る
。
国
際
的
に
限
さ
へ
孤

立
無
援
の
日
本
が
些
細
の
事
か
ら
し
て
大
事
を
過
る
が
如
き
事
に
も
な
ら
れ
出
か
。
最
掛
念
に
堪
へ
な
い
。

三
鈴
論

|
l上
記
の
如
〈
で
あ
る
か
ら
、
此
関
税
は
利
少
〈
し
て
害
多
し
ご
忠
去
を
修
抑
制
ご
い
ふ
ニ
正
は
重

大
で
は
あ
る
が
、
関
税
以
外
に
て
行
ふ
こ
ご
を
得
ぬ
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
強
ゐ
て
之
を
選
む
に
は
及
ば
同
。
併

し
既
に
之
が
成
立
し
賢
施
さ
れ
た
と
し
て
、
何
芭
し
で
も
内
園
高
唱
修
品
の
課
税
漏
れ
の
快
陥
を
も
っ
誇
で
あ
る

時

論

事
修
課
秘
と
し
で
白
閥
酷

第
十
九
巻

(
弟
三
娩

λ
七
)

九
E 



時

論

審
修
課
税
と
し
て
の
閲
積

第
十
九
巻

(
第
三
猿

λ
λ
)
 

1 
~. ，、

が
、
併
し
今
度
謀
せ
ら
れ
た
品
目
を
凡
ぺ
て
内
国
産
物
に
つ
き
課
税
す
る
に
池
宮
な
る
方
法
が
な
い
。
此
等
多
数

の
物
の
生
産
税
を
設
〈
る
こ
ご
は
煩
に
堪
へ
な
い
。
買
上
税
、
引
取
税
、
印
紙
税
を
採
る
こ
芭
も
出
来
る
が
、
其

れ
な
れ
ば
何
に
も
関
税
を
設
く
る
に
及
ぼ
宇
、
此
等
の
も
の
だ
り
で
内
外
産
を
問
は
争
課
し
得
る
o

否
な
此
等
の

殺
を
設
〈
る
事
自
身
も
が
考
物
で
あ
る
。

結

論

以
上
要
之
、
脊
修
課
税
ご
し
て
還
ま
れ
た
る
関
税
は
決
し
て
完
全
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
弊
害
の
方
が
利
盆
よ

も
り
も
多

ν。
之
を
維
持
し
て
、
之
を
補
ふ
方
法
は
な
い
か
Z
い
ふ
の
に
、
其
も
思
は
し
(
な
い
。
理
論
上
に
は
私

の
考
へ
て
居
る
綜
A

(

ロ
菊
修
税
が
良
い
が
、
倫
ほ
賞
作
上
に
不
満
な
貼
も
あ
る
。
主
(
蕗
で
結
局
、
奈
修
抑
制
正
レ
ふ

こ
ご
は
主
正
し
て
は
租
校
以
外
に
於
て
錯
す
こ
ご
に
重
き
を
置
(
外
な
し
ご
し

τ
、
租
税

Z
L
τ
は
現
在
も
つ
如

き
消
費
税
を
土
蓋
ご
し
て
必
要
費
無
税
脊
修
消
費
重
課
仁
趨
ふ
ゃ
う
仁
改
造
を
行
。
、
之
に
高
級
住
居
税
芭
挟
幾

税
芭
位
を
結
付
け
、
不
満
足
な
が
ら
其
に
て
甘
ん
守
る
の
が
無
難
で
あ
ら
う
正
思
ふ
。


